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議案第４号 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例等新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例） 

 

附 則 

１～９ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１条関係（岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例） 

 

附 則 

１～９ 略 

（岩見沢市立総合病院と北海道中央労災病院の経営統合に伴う経過措置） 

１０ 令和８年４月１日の前日において、北海道中央労災病院の職員であった

者で、この条例の適用を受けることとなった者に対する第１９条第１項の令

和８年４月１日の日数については、令和７年４月１日に北海道中央労災病院

の職員として与えられた年次有給休暇の残日数に２０日を加算した日数とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第４号 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例等新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市病院事業の設置等に関する条例） 

 

第２条 略 

２ 病院事業として設置する病院（以下「病院」という。）は、次のとおりとす

る。 

病院名 所在地 診療科目 病床数 

岩見沢市立総合病

院 

岩見沢市９条西７

丁目２番地 

内科、消化器内科、

小児科、外科、整形

外科、産婦人科、耳

鼻咽喉科、眼科、皮

膚科、泌尿器科、精

神神経科、麻酔科、

放射線科、脳神経外

科、形成外科 

 

 

 

 

 

一般病床 ３５５

床 

精神病床 １１５

床 

感染症病床 ４床 

合計 ４７４床 

略 
 

※ 第２条関係（岩見沢市病院事業の設置等に関する条例） 

 

第２条 略 

２ 病院事業として設置する病院（以下「病院」という。）は、次のとおりとす

る。 

病院名 所在地 診療科目 病床数 

岩見沢市立総合病

院 

岩見沢市９条西７

丁目２番地 

内科、呼吸器内科、

循環器内科、腎臓内

科、消化器内科、小

児科、外科、透析外

科、血管外科、乳腺

外科、整形外科、産

婦人科、耳鼻咽喉

科、眼科、皮膚科、

泌尿器科、精神神経

科、麻酔科、放射線

科、脳神経外科、リ

ハビリテーション

科、歯科口腔外科 

一般病床 ３３１

床 

精神病床 ７０床 

感染症病床 ４床 

合計 ４０５床 

略 
 

 



議案第５号 岩見沢市職員の定年等に関する条例新旧対照表 
№１ 

 

現               行 改       正       後 

  附 則 

１～５ 略 

 

  附 則 

１～５ 略 

 （定年年齢の特例） 

６ 第３条の規定にかかわらず、令和１０年３月３１日までの間、医師である

職員のうち、一般職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）第３条

第１項第２号に規定する医療職給料表(1)の適用を受ける職員であって市立

栗沢病院に勤務する者の定年にあっては年齢７０年とする。 

 



議 案 第 ６ 号  一 般 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

（通勤手当） 

第９条 略 

２ 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲

げる額とする。 

(1) 略 

(2) 前項第２号に掲げる職員 

次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額（第９条の４

第１項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用

短時間勤務職員（１か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員

に限る。）にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて

得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が

片道５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職

員 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である

職員 ７，３００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である

職員 １０，４００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である

職員 １３，５００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である

職員 １６，６００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である

（通勤手当） 

第９条 略 

２ 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲

げる額とする。 

(1) 略 

(2) 前項第２号に掲げる職員 

６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて 

市長が規則で定める額（第９条の４第１項の規定により在宅勤務等手当を

支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員（１か月当たりの通勤回

数を考慮して規則で定める職員に限る。）にあっては、その額から、その

額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ６ 号  一 般 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

職員 １９，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である

職員 ２２，８００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である

職員 ２５，９００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である

職員 ２９，１００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である

職員 ３２，３００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である

職員 ３５，５００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３８，７００円 

(3) 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 略 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（そ 

の所在地及び利用形態が市長が規則で定める要件を満たすものに限る。第１

号において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例

とするもの（市長が規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規

定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。ただし、次の各号に掲げる額の合計額が１５０，０００円を超

えるときは、１５０，０００円とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 

  ５，０００円を超えない範囲内で１か月当たりの駐車場等の料金に相当

する額として市長が規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 



議 案 第 ６ 号  一 般 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表 
№３ 

現               行 改       正       後 

 

別表第７（第３条関係） 

医療職給料表（２）級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧

師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務 

２級 １ 略 

２ 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療

エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養

士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師

の職務 

３級 １ 略 

２ 極めて困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診

療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄

養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技

師の職務 

４級 １ 略 

２ 高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線

技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨

床工学技師の職務 

略 

別表第１１（第２０条の２関係） 

  前項の規定による額 

別表第７（第３条関係） 

医療職給料表（２）級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、歯科衛生士、あん摩・マ

ッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技士の職務 

２級 １ 略 

２ 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診療

エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養

士、歯科衛生士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は

臨床工学技士の職務 

３級 １ 略 

２ 極めて困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技師、診

療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄

養士、歯科衛生士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又

は臨床工学技士の職務 

４級 １ 略 

２ 高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線

技師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、栄養士、歯科衛生士、あん摩・マッサージ指圧師、視能

訓練士又は臨床工学技士の職務 

略 

別表第１１（第２０条の２関係） 



議 案 第 ６ 号  一 般 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表 
№４ 

現               行 改       正       後 

会計年度任用職員医療職給料表（２）級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、あん摩・

マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技師の職務

 

２級 １ 略 

２ 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技

師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、栄養士、あん摩・マッサージ指圧師、視

能訓練士又は臨床工学技師の職務 

３級 相当困難な業務を行う薬剤師の職務 
 

会計年度任用職員医療職給料表（２）級別基準職務表 

職務の級 標準的な職務 

１級 臨床検査技師、診療放射線技師、診療エックス線技師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、歯科衛

生士、あん摩・マッサージ指圧師、視能訓練士又は臨床

工学技士の職務 

２級 １ 略 

２ 相当困難な業務を行う臨床検査技師、診療放射線技

師、診療エックス線技師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、栄養士、歯科衛生士、あん摩・マッサー

ジ指圧師、視能訓練士又は臨床工学技士の職務 

  
 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（職員の旅費支給に関する条例） 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

 (1)～(3) 略 

(4) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所を離れて市の行政区域外

に旅行することをいう。 

 

 

 (5) 略 

(6)  赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため、住所若し

くは居所から勤務地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に

伴う移転のため、旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。 

 

(7) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくは

その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。 

(8) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下同じ。）、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

であって主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。 

(9) 略 

※ 第１条関係（職員の旅費支給に関する条例） 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 

(4) 出張 職員が公務のため、一時その勤務場所（任命権者又はその委任

を受けたもの（以下「出張命令権者」という。）が認める場合には、その

住所、居所その他出張命令権者が認める場所）を離れて市の行政区域外

に旅行することをいう。 

 (5) 略 

(6) 赴任 新たに採用された職員のうち、市長が特に必要と認めた者がそ

の採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から勤務地に旅行し、又は

転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧勤務地から新勤

務地に旅行することをいう。 

(7) 帰郷 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくは

その遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。 

(8) 家族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。以下同じ。）、子、父、母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であ

って職員と生計を一にする者をいう。 

(9) 略 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№２ 

現               行 改       正       後 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

（旅費の支給） 

第３条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第１６条各号又は同法第２９条の規定に基づく事由により

退職となった場合には、前項第１号の規定にかかわらず旅費は支給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）

第６条の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める

者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行

役務提供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定

めるものを出張者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に

対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約

をいう。）を締結したものをいう。 

２ 略 

（旅費の支給） 

第３条 略 

２ 略 

３ 地方公務員法第２８条第４項若しくは同法第２９条の規定に基づく事由

又はこれらに準ずる事由により退職となった場合には、前項第１号の規定

にかかわらず旅費は支給しない。 

４ 第１項及び第２項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、

次条第３項の規定により出張命令等の変更（取消しを含む。）を受け、若し

くは死亡した場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の

損失となる金額若しくは支出を要する金額で規則で定めるものを当該職員

又は当該職員の遺族に対し旅費として支給することができる。 

５ 第１項及び第２項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、

旅行中天災その他規則で別に定める事情により、概算払を受けた旅費額（概



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
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（出張命令） 

第４条 旅行は、市長その他任命権者（以下「出張命令権者」という。）の発

する出張命令によって行わなければならない。 

２及び３ 略 

（旅費の計算） 

第６条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅

費により計算する。ただし、公務上の必要により又は天災その他やむを得

ない事由により順路により旅行し難い場合には、その現に経過した路程に

よる。 

第７条 旅費計算上の旅行日数は旅行のため現に要した日数による。ただし、

公務上の必要により又は天災その他やむを得ない事由により要した日数を

除くほか鉄道旅行にあっては４００キロメートル、水路旅行にあっては２

００キロメートル、陸路旅行にあっては５０キロメートルにつき１日の割

合をもって通算した日数を超えることができない。 

算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当

する金額）の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲

内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。 

６ 第１項、第２項又は第４項に規定する場合において、市が旅行役務提供

契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項

に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、

当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。 

（出張命令） 

第４条 旅行は、出張命令権者の発する出張命令によって行わなければなら

ない。 

２及び３ 略 

（旅費の計算） 

第６条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅

費により計算する。ただし、公務上の必要により又は天災その他やむを得

ない事由により順路により旅行し難い場合には、その現に経過した経路及

び方法による。 

第７条 削除 
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２ 前項ただし書の計算によって１日未満の端数を生じたときは、これを１

日とする。 

（鉄道賃） 

第１１条 略 

(1)～(3) 略 

２ 前項第２号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合

に限り、支給する。 

 

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル

以上のもの 

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道５０キロメートル以

上のもの 

３ 第１項第３号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列

車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル以上のものに該当

する場合に限り、支給する。 

（船賃） 

第１２条 略 

２ 略 

 

 

（航空賃） 

 

 

（鉄道賃） 

第１１条 略 

(1)～(3) 略 

２ 前項第２号に規定する急行料金及び同項第３号に規定する座席指定料金

は、市長が定める地域を除き、特別急行列車を運行する路線による旅行で

片道１００キロメートル以上のものに限り、支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

（船賃） 

第１２条 略 

２ 略 

３ 第１項により準用して支給する運賃の額の上限は、運賃の等級が区分さ

れた船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（航空賃） 
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第１３条 航空賃は、現に支払った旅客運賃による。 

 

 

 

 

 

 

 

（日当及び宿泊料） 

第１４条 略 

２ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第１の定額によりこれを支給する。 

 

 

３ 略 

（移転旅費の種類） 

第２０条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の３種とする。 

（移転料） 

第２１条 移転料は、次の規定により支給する。 

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの

路程に応じた別表第１の定額 

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の２分の

第１３条 航空賃は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、

第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必

要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

(1) 運賃 

(2) 座席指定料金 

(3) 前２号に掲げる費用に付随する費用 

２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機

により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。 

（日当及び宿泊料） 

第１４条 略 

２ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第１の定額によりこれを支給する。

ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で別に定める場

合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

３ 略 

（移転旅費の種類） 

第２０条 移転旅費は、転居費、着後滞在費及び家族移転費の３種とする。 

（転居費） 

第２１条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第２３条第１項第１号

又は第２号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その

額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。 
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１に相当する額 

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額 

２ 前項第３号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額

が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は扶養親

族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。 

（着後手当） 

第２２条 着後手当の額は、別表第１の日当定額の５日分及び赴任に伴い住

所又は居所を移転した地の存する地域区分に応じた宿泊料定額の５夜分に

相当する額とする。 

 

 

（扶養親族移転料） 

第２３条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について次に規定

する額を支給する。 

(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴

任を命ぜられた日における扶養親族１人ごとにその移転の際における年

齢に従い、次に規定する額の合計額 

ア １２歳以上の者については、その移転の際における職員相当額の鉄

道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当

の３分の２に相当する額 

 

 

 

 

 

 

（着後滞在費） 

第２２条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、そ

の額は、別表第１の日当定額の５日分及び赴任に伴い住居又は居所を移転

した地の存する地域区分に応じた宿泊料定額の５夜分を限度として、現に

滞在した日数に応じた日当及び宿泊した夜数に係る宿泊料の合計額に相当

する額とする。 

（家族移転費） 

第２３条 家族移転費は赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、

次に掲げる額とする。 

(1) 赴任の際、家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。

以下この号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合に

は、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、

日当、宿泊料及び着後滞在費の合計額に相当する額 
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イ １２歳未満６歳以上の者については、アに規定する額の２分の１に

相当する額 

ウ ６歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、

宿泊料及び着後手当の３分の１に相当する額。ただし、６歳未満の者

を３人以上随伴するときは、２人を超える者ごとにその移転の際にお

ける職員相当の鉄道賃及び船賃の２分の１に相当する額を加算する。 

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第２１条第１項第１号又は第

３号の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地から新居住地までの

旅行について前号の規定に準じて計算した額 

 

２ 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を、その赴任の後

移転する場合、扶養親族移転料の計算については、赴任を命ぜられた日に

おける扶養親族とみなして前項の規定を適用する。 

（外国旅費） 

第２４条 外国旅費は、本邦（国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５

年法律第１１４号）に規定する地域をいう。）以外の地域を旅行する場合に

支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日か

ら１年以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更

に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転

する場合には、前号の規定に準じて算定した額 

２ 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある

場合には、前項第２号に規定する期間を延長することができる。 

 

（外国旅費） 

第２４条 職員が公務のため外国に旅行する場合における旅費の種目及び額

は、第６条及び第９条から前条までの規定にかかわらず国家公務員等の旅

費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号。以下この項において「旅費

法」という。）に準じ、その都度、出張命令権者が市長と協議して定める。

この場合においては、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定め

る者に支給される旅費を基準とする。 

(1)  特別職の職員 旅費法に規定する指定職の職務にある者 
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２ 外国旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支

度料及び旅行雑費の９種とする。 

 

（日当、宿泊料、食卓料及び支度料） 

第２５条 日当、宿泊料、食卓料及び支度料は、別表第３の定額によりこれ

を支給する。 

（鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費） 

第２６条 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費は、国家公務員の例に

準じ出張命令権者が定めるところによってこれを支給する。 

（退職者等の旅費） 

第２７条 略 

 (1)及び(2) 略 

２ 略 

（遺族の旅費） 

第２８条 略 

 (1)及び(2) 略 

２及び３ 略 

（旅費の調整） 

第２９条 略 

２ 略 

(2)  一般職の職員 旅費法に規定する１０級以下の職務にある者 

２ 前項の規定にかかわらず、職員が特別職の職員に随行して外国に旅行す

る必要があるときの当該職員の旅費の額は、特別職の職員が同項の規定に

基づいて受ける旅費の額と同一とする。 

 

 

 

 

 

 

（退職者等の旅費） 

第２５条 略 

 (1)及び(2) 略 

２ 略 

（遺族の旅費） 

第２６条 略 

 (1)及び(2) 略 

２及び３ 略 

（旅費の調整） 

第２７条 略 

２ 略 
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（旅費の特例） 

第３０条 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）の規定による帰郷旅費は、

前職相当の普通旅費及び移転旅費とし、本人の請求によりこれを支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員以外の者の旅費） 

第３１条 略 

（委任） 

第３２条 略 

 

（旅費の特例） 

第２８条 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１５条第３項又は第６

４条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅

費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法

第１５条第３項若しくは第６４条の規定による旅費に満たないときには、

当該職員に対しこれらの規定による旅費に相当する金額又はその満たない

部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。 

（旅費の返納） 

第２９条 出張命令権者は、出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれ

に基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払

を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

２ 出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を

受けた場合には、出張命令権者は、前項に規定する返納に代えて、当該出

張命令権者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅

費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 

３ 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

（職員以外の者の旅費） 

第３０条 略 

（委任） 

第３１条 略 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１０ 

現               行 改       正       後 

別表第１（第１４条、第１５条、第１６条、第２１条、第２２条関係） 

管外定額表 

区分 車賃 

（ １ キ ロ

メ ー ト ル

につき） 

日当 

（１日に

つき） 

宿泊料（１夜につき） 移転料 

甲地方 乙地方 鉄道 50 キロ

メートル未

満 

鉄道100キロ

メートル未

満 

鉄道300キロ

メートル未

満 

鉄道500キロ

メートル未

満 

鉄道500キロ

メートル以

上 

市長 37 円 3,000円 14,800 円 13,300 円 126,000円 144,000円 178,000円 220,000円 292,000円 

副市長、常勤の監査委

員、固定資産評価員、

教育長、市立総合病院

長 

37 円 2,800円 14,000 円 12,600 円 117,000円 134,000円 165,000円 204,000円 270,000円 

職務が６級にある者 37 円 2,600円 13,100 円 11,800 円 107,000円 123,000円 152,000円 187,000円 248,000円 

職務が５級にある者 37 円 2,400円 12,000 円 10,800 円 100,000円 115,000円 142,000円 175,000円 232,000円 

職務が４級以下にある

者 

37 円 2,200円 10,900 円 9,800円 93,000 円 107,000円 132,000円 163,000円 216,000円 

備考 

１ 宿泊料の欄中「甲地方」とは、市長が別に定める地域をいう。 

２及び３ 略 

４ 移転料の路程計算については、水路及び陸路４分の１キロメートルを

もって鉄道１キロメートルとみなす。 

別表第２ 略 

別表第１（第１４条、第１５条、第１６条、第２２条関係） 

管外定額表 

区分 車賃 

（１キロメー

トルにつき） 

日当 

（１日につき） 

宿泊料（１夜につき） 

甲地方 乙地方 

市長 37 円 3,000円 14,800 円 13,300 円

副市長、常勤の監査委

員、固定資産評価員、

教育長、市立総合病院

長 

37 円 2,800円 14,000 円 12,600 円

職務が６級にある者 37 円 2,600円 13,100 円 11,800 円

職務が５級にある者 37 円 2,400円 12,000 円 10,800 円

職務が４級以下にある

者 

37 円 2,200円 10,900 円 9,800円

備考 

１ 宿泊料の欄中「甲地方」とは、規則で別に定める地域をいう。 

２及び３ 略 

 

 

別表第２ 略 
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別表第３（第２５条関係） 

外国旅費定額表 

区分 日当（1日につき） 宿泊料（1夜につき） 食卓料（1 夜に

つき） 

支度料 

指定都市 甲地方 乙地方 丙地方 指定都市 甲地方 乙地方 丙地方 旅行期間 1

月未満 

旅行期間 1

月以上 3 月

未満 

旅行期間 3

月以上 

市長 9,400円 7,900円 6,300円 5,700円 29,000円 24,200円 19,400円 17,400円 8,000円 107,800円 130,900円 154,000円

副市長、常勤の監

査委員、固定資産

評価員、教育長、

市立総合病院長 

8,300円 7,000円 5,600円 5,100円 25,700円 21,500円 17,200円 15,500円 7,700円 86,240円 104,720円 123,200円

職務が６級にある

者 

7,200円 6,200円 5,000円 4,500円 22,500円 18,800円 15,100円 13,500円 6,700円 70,070円 85,090円 100,100円

職務が５級にある

者 

6,200円 5,200円 4,200円 3,800円 19,300円 16,100円 12,900円 11,600円 5,800円 66,030円 80,180円 94,330円

職務が４級以下に

ある者 

5,300円 4,400円 3,600円 3,200円 16,100円 13,400円 10,800円 9,700円 4,800円 53,900円 65,450円 77,000円

備考 

１ 「指定都市」、「甲地方」及び「丙地方」とは、市長が別に定める地域

をいい、「乙地方」とは、それ以外の地域（本邦を除く。）をいう。 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１２ 

現               行 改       正       後 

その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支

給する。 

３ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほか

に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要

する場合に限り、旅行中の夜数に応じて支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１３ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費

弁償に関する条例） 

 

（費用弁償） 

第４条 特別職の職員が公務のために旅行したときの費用弁償の額は、別表

第２から別表第４までのとおりとする。 

２及び３ 略 

（実費弁償） 

第８条 証人等に対しては、別表第２から別表第４までに定める費用弁償を

実費として支給する。 

２ 略 

 

 

 

 

別表第４（第４条、第８条関係） 

外国費用弁償定額表 

区分 日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 食卓料

（１夜

につき）

支度料 

指 定

都市 

甲地

方 

乙地

方 

丙地

方 

指定都

市 

甲地方 乙地方 丙地方 旅 行 期

間 １ か

月未満 

旅 行 期

間 １ か

月 以 上

旅 行 期

間 ３ か

月以上 

※ 第２条関係（非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費

弁償に関する条例） 

 

（費用弁償） 

第４条 特別職の職員が公務のために旅行したときの費用弁償の額は、別表

第２から別表第３までのとおりとする。 

２及び３ 略 

（実費弁償） 

第８条 証人等に対しては、別表第２から別表第３までに定める費用弁償を

実費として支給する。 

２ 略 

３ 外国旅行における費用弁償については、国家公務員等の旅費に関する法

律(昭和２５年法律第１１４号)に準じ、出張命令権者が市長と協議して定

める。 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１４ 

現               行 改       正       後 

３ か 月

未満 

  

 

執行機関

の委員 

8,300

円

7,000

円

5,600

円

5,100

円

25,700

円

21,500

円

17,200

円

15,500

円

7,700

円

86,240

円

104,720

円

123,200

円

附属機関

の委員 

7,200

円

6,200

円

5,000

円

4,500

円

22,500

円

18,800

円

15,100

円

13,500

円

6,700

円

70,070

円

85,090

円

100,100

円

その他の

公職者、証

人等 

6,200

円

5,200

円

4,200

円

3,800

円

19,300

円

16,100

円

12,900

円

11,600

円

5,800

円

66,030

円

80,180

円

94,330

円

その他の

非常勤の

職員 

5,300

円

4,400

円

3,600

円

3,200

円

16,100

円

13,400

円

10,800

円

9,700

円

4,800

円

53,900

円

65,450

円

77,000

円

備考 

１ 「指定都市」、「甲地方」及び「丙地方」とは市長が別に定める地域を

いい、「乙地方」とはそれ以外の地域（本邦（国家公務員等の旅費に関す

る法律（昭和２５年法律第１１４号）に規定する地域をいう。）を除く。）

をいう。 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支

給する。 

３ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１５ 

現               行 改       正       後 

に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要

する場合に限り、旅行中の夜数に応じて支給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１６ 

現               行 改       正       後 

※ 第３条関係（岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例） 

 

（費用弁償） 

第５条 議長等が公務のために旅行したときの費用弁償の額は、別表第１か

ら別表第３までのとおりとする。 

 

 

 

別表第３（第５条関係） 

外国費用弁償定額表 

区分 議長 副議長及び議員 

日当（１日につき）指定都市 9,400 円 8,300 円

甲地方 7,900 円 7,000 円

乙地方 6,300 円 5,600 円

丙地方 5,700 円 5,100 円

宿泊料（１夜につ

き） 

指定都市 29,000 円 25,700 円

甲地方 24,200 円 21,500 円

乙地方 19,400 円 17,200 円

丙地方 17,400 円 15,500 円

食卓料（１夜につき） 8,000 円 7,700 円

支度料 旅行期間１か月未満 107,800 円 86,240 円

※ 第３条関係（岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例） 

 

（費用弁償） 

第５条 議長等が公務のために旅行したときの費用弁償の額は、別表第１か

ら別表第２までのとおりとし、外国旅行にあっては、国家公務員等の旅費

に関する法律(昭和２５年法律第１１４号) に準じ、その都度、出張命令権

者が市長と協議して定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議 案 第 ７ 号  職 員 の 旅 費 支 給 に 関 す る 条 例 等 新 旧 対 照 表 
№１７ 

現               行 改       正       後 

旅行期間１か月以上３か月未満 130,900 円 104,720 円

旅行期間３か月以上 154,000 円 123,200 円

備考 

１ 「指定都市」、「甲地方」及び「丙地方」とは市長が別に定める地域を

いい、「乙地方」とはそれ以外の地域（本邦（国家公務員等の旅費に関す

る法律（昭和２５年法律第１１４号）に規定する地域をいう。）を除く。）

をいう。 

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災

その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支

給する。 

３ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行について船賃若しくは航空賃のほか

に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要

する場合に限り、旅行中の夜数に応じて支給する。 

 



議案第８号 岩見沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

（乳児等通園支援事業者の職員の一般的条件） 

第９条 乳児等通園支援事業者の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と

倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉

事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

（乳児等通園支援事業者の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研さんに励み、法に定め

る事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に

努めなければならない。 

２ 略 

（虐待等の防止） 

第１３条 乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える

行為をしてはならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(5) 略 

(6) 乳児、幼児の区分ごとの利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始、終了に関する事項及び乳児等通園

支援事業の利用に当たっての留意事項 

(8)～(11) 略 

（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件） 

第９条 乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と

倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉

事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

（乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研さんに励み、法に定め

る事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上

に努めなければならない。 

２ 略 

（虐待等の禁止） 

第１３条 乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第３３条の

１０第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を

与える行為をしてはならない。 

（乳児等通園支援事業所内部の規程） 

第１６条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(5) 略 

(6) 利用定員 

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利

用に当たっての留意事項 

(8)～(11) 略 



議案第８号 岩見沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

（秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 略 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 略 

２ 略 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する

認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保

育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、

当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」

という。）がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であっ

て、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を

対象として行う乳児等通園支援事業をいう。 

 

 

（職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（国家戦略特別区域法

（平成２５年法律第１０７号）第１２条の５第５項に規定する事業実施区域

（秘密保持等） 

第１８条 乳児等通園支援事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知

り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 略 

（乳児等通園支援事業の区分） 

第２０条 略 

２ 略 

３ 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園（就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年

法律第７７号。以下「認定こども園法」という。）第２条第６項に規定する

認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。）又は家庭的保

育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。以下同じ。）を行う事業所において、

当該施設又は事業を利用する児童の数（以下この項において「利用児童数」

という。）がその施設又は事業に係る利用定員（子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確認におい

て定める利用定員をいう。）の総数に満たない場合であって、当該利用定員

の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う

乳児等通園支援事業をいう。 

（職員） 

第２２条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士（法第１８条の２７第１

項に規定する認定地方公共団体の区域内にある一般型乳児等通園支援事業



議案第８号 岩見沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 
№３ 

現               行 改       正       後 

内にある一般型乳児等通園支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施

区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。）その

他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都

道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条に

おいて「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならない。 

２及び３ 略 

 

 

 

 

第２３条 略 

（準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業に

ついて準用する。この場合において、第２３条中「一般型乳児等通園支援事

業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業」とし、第２４条中「一般

型乳児等通園支援事業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事

業を行う者」とする。 

（電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに

類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、

抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること

所にあっては、保育士又は当該認定地方公共団体の区域に係る法第１８条

の２９に規定する地域限定保育士。以下この条において同じ。）その他乳児

等通園支援に従事する職員として市長が行う研修（市長が指定する都道府

県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した者（以下この条におい

て「乳児等通園支援従事者」という。）を置かなければならない。 

２及び３ 略 

（設備及び職員の基準の特例） 

第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する特例

保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型乳児等通

園支援事業を行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

第２３条 略 

（準用） 

第２６条 第２３条及び第２４条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業

について準用する。 

 

 

 

（電磁的記録） 

第２７条 乳児等通園支援事業者及びその乳児等通園支援事業所の職員は、

記録、作成その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人



議案第８号 岩見沢市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表 
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現               行 改       正       後 

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同

じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。）により行うことができる。 
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（保険料の賦課額） 

第１０条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した

基礎賦課額（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条

の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後期高齢者

支援金等賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定す

る後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。）並びに介護納付金賦課被保

険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付

金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民

健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額を

いう。以下同じ。）の合算額とする。 

 

 

 

 

 

（基礎賦課総額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第２２条、第２２条の４及

び第２２条の５の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」とい

う。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。ただし、第３２条第１項の規定による

（保険料の賦課額） 

第１０条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 

 (1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保

険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規

定する基礎賦課額をいう。以下同じ。） 

 (2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦

課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高

齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。） 

 (3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令

第２９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額（国民健康保険法施行令第２

９条の７第１項第３号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

 (4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付

金賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第４号に規定する子

ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

（基礎賦課総額） 

第１０条の２ 保険料の賦課額のうち基礎賦課額（第２２条、第２２条の４及

び第２２条の５の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することとなる額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」とい

う。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除し

た額を基準として算定した額とする。ただし、第３２条第１項の規定による
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保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額

を基準として算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられ

た法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（北海道の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支

援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医療確保法の規

定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び介

護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護

納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

 

 

ウ～オ 略 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者

支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。）を除く。） 

保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額

を基準として算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条の規定により読み替えられ

た法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この

条において同じ。）の納付に要する費用（北海道の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支

援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び高齢者医療確保法の

規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護

納付金」という。）並びに子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の規定による納付金（以下「子ども・子育て支援納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ～オ 略 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。）の額（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費

用（北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢

者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）を除く。） 
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(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北

海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の

規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ及びエ 略 

(3) 略 

（基礎賦課限度額） 

第１４条の６ 第１１条の基礎賦課額は、６６万円を超えることができない。 

（後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１４条の６の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第２２

条、第２２条の４及び第２２条の５の規定により後期高齢者支援金等賦課額

を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）

の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。ただし、第３２条第１項の規定による保険料の減免を行う場合

においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 略 

イ 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交

付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北

海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付

金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）

に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ及びエ 略 

(3) 略 

（基礎賦課限度額） 

第１４条の６ 第１１条の基礎賦課額は、６７万円を超えることができない。

（後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１４条の６の２ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額（第２２

条、第２２条の４及び第２２条の５の規定により後期高齢者支援金等賦課額

を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。）

の総額（以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる

額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定し

た額とする。ただし、第３２条第１項の規定による保険料の減免を行う場合

においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控
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除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額

とすることができる。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北海

道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。） 

(2)及び(3) 略 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１４条の６の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

(1)及び(2) 略 

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、次に定めるところにより

算定した額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の１

００分の２１に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇年度

の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数か

ら特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の

１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額 

イ及びウ 略 

２及び３ 略 

（介護納付金賦課総額） 

除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額

とすることができる。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北海

道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等

及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号におい

て同じ。）の額 

(2)及び(3) 略 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１４条の６の５ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

(1)及び(2) 略 

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、次に定めるところにより

算定した額 

ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額

の１００分の２１に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の２箇

年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した

数から特定世帯の数に２分の１を乗じて得た数と特定継続世帯の数に４

分の１を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額 

イ及びウ 略 

２及び３ 略 

（介護納付金賦課総額） 
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第１４条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２２条及び第２２

条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。ただし、第３２条第１項の規定に

よる保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算し

た額を基準として算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北海

道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。） 

(2)及び(3) 略 

第１４条の１１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条の７ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２２条及び第２２

条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあって

は、その減額することになる額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を基準として算定した額とする。ただし、第３２条第１項の規定に

よる保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合算し

た額を基準として算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北海

道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に

要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。）の額 

(2)及び(3) 略 

第１４条の１１ 略 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第１４条の１２ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額（第

２２条、第２２条の４、第２２条の５及び第２２条の６の規定により子ども 

・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額

することになる額を含む。）の総額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課総

額」という。）は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額

を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第３２条第１項の規

定による保険料の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額か
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ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を合

算した額を基準として算定した額とすることができる。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（北

海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て

支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同

じ。）の額 

 イ 第２２条の６に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額

の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額

の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

 ア 法附則第７条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により

交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に

係るものに限る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）の額 

 イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。）のための収入（法第７２条の３第１項、第７

２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を

除く。）の額 

(3) 当該年度における第３２条第１項の規定による子ども・子育て支援納

付金賦課額の減免の額の総額 
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（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第１４条の１３ 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、

当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額

の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、

当該世帯に属する１８歳以上被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７

第５項第３号に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算

定した１８歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定） 

第１４条の１４ 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前

年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第１４条の１５の所得割の保

険料率を乗じて算定する。 

 （子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率） 

第１４条の１５ 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

 (1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課総額から、第１４条の１２第１

号イに掲げる額の見込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込

額の合算額から同条第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控

除した額を控除した額（以下「子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料

率の算定に係る額」という。）の１００分の５０に相当する額を被保険者

に係る基礎控除後の総所得金額等（国民健康保険法施行令第２９条の７第

５項第４号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則
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第３２条の１０の２に規定する方法により補正された後の金額とする。）

の総額で除して得た数 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率の算定に

係る額の１００分の３０に相当する額を当該年度の前年度及びその直前

の２箇年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除

して得た額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 第１４条の１２第１号イに掲げる額の見

込額及び同号イに係る同条第３号に掲げる額の見込額の合算額から同条

第１号イに係る同条第２号に掲げる額の見込額を控除した額を、当該年度

の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における１８歳以上被保険者

の数等を勘案して算定した数で除して得た額 

(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアか

らウまでに定めるところにより算定した額 

 ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 子ども・子育て支援納付金賦

課額の保険料率の算定に係る額の１００分の２０に相当する額を当該

年度の前年度及びその直前の２箇年度の各年度における被保険者が属

する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に２分の１を

乗じて得た数と特定継続世帯の数に４分の１を乗じて得た数の合計数

を控除した数で除して得た額 

 イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に２分の１を乗じて得

た額 
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第１５条 略 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があっ

た場合） 

第１８条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保

険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付

金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若

しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被

保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合における当該

納付義務者に係る第１１条、第１４条の６の３の額（被保険者数が増加若し

くは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が

減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合における当該納

付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第１４条の８の額又は第２

 ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に４分の３を乗じ

て得た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第４位未満

の端数又は１０円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しな

ければならない。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第１４条の１６ 第１４条の１３の子ども・子育て支援納付金賦課額は、３万

円を超えることができない。 

第１５条 略 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があっ

た場合） 

第１８条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保

険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付

金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若

しくは国民健康保険法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被

保険者等（以下「特例対象被保険者等」という。）となった場合における当該

納付義務者に係る第１１条、第１４条の６の３若しくは第１４条の１３の額

（被保険者数が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当する

ことにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等とな

った場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）若しくは第
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２条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場

合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２２条の４第１項（同条第３

項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定め

る第１４条若しくは第１４条の５の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率

にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２２条の４第４項第１号（同条第

６項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定

める額、第２２条の５第１項各号（同条第３項又は第４項の規定により読み

替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同条第

５項各号（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発

生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日（法第６条第１号から第８

号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合に

おいては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）

又は一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介

護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった

日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に

係る第１１条若しくは第１４条の６の３の額若しくは第１４条の８の額又

は第２２条第１項各号に定める額、第２２条の４第１項に定める第１４条の

基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得

た額、第２２条の４第４項第１号に定める額、第２２条の５第１項各号に定

１４条の８の額又は第２２条第１項各号（同条第３項又は第４項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは

同条第５項各号に定める額、第２２条の４第１項（同条第３項又は第４項の

規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額、

同条第５項（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用する場合を

含む。次項において同じ。）に定める額、第２２条の５第１項各号（同条第３

項から第５項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項におい

て同じ。）に定める額、同条第６項各号（同条第８項から第１０項までの規定

により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）に定める額若し

くは第２２条の６第１項に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発

生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日（法第６条第１号から第８

号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合に

おいては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。）

若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しく

は介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等とな

った日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に

係る第１１条、第１４条の６の３、第１４条の８若しくは第１４条の１３の

額若しくは第１４条の８の額又は第２２条第１項各号に定める額若しくは同

条第５項各号に定める額、第２２条の４第１項に定める額、同条第５項に定

める額、第２２条の５第１項各号に定める額、同条第６項各号に定める額若
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める額若しくは同条第５項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅し

た日（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことによ

り納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であると

きに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） 

第２２条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が６６万円を超える場合には、６

６万円）とする。 

(1)  世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とする。）現在においてその世帯に属す

る被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した税法第３１４条の２第

１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額につ

いては、同法第３１３条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３項又は第４項の

規定の例によらないものとする。以下本号中、山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額（税法附則第３３条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８

項又は第１１項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附

則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附

則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第５

しくは第２２条の６第１項に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日

（法第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納

付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに

限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） 

第２２条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める

額を減額して得た額（当該減額して得た額が６７万円を超える場合には、６

７万円）とする。 

(1)  世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とする。）現在においてその世帯に属す

る被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した税法第３１４条の２第

１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除額につ

いては、同法第３１３条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、所

得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３項又は第４項の

規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計

算される所得の金額（税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第８項又は第１１項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条の３

第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第３５条第５項に規定する短



議 案 第 ９ 号  岩 見 沢 市 国 民 健 康 保 険 条 例 新 旧 対 照 表 
№１２ 

現               行 改       正       後 

項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５

条の２の６第１１項又は附則第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２

第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２

項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項に規定する特例適用

配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条

約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をい

う。以下この項において同じ。）の算定について同様とする。）及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法

第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世

帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号において「世

帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に規定

する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得につい

て同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に

規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以下こ

の号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に

期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１

１項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取

引に係る雑所得等の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適

用利子等の額、同法第８条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及

び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項におい

て同じ。）の算定について同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並び

に他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条

の２第２項第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者（次号及び第３号並びに第５項において

「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者（前年中に同条第１項に

規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規定する給与所得に

ついて同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１

項に規定する給与等の収入金額が５５万円を超える者に限る。）をいう。以

下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年
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税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条

第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公

的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者に

あっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をい

い、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号において

「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る納付

義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号 

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３

中に税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３

５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当

該公的年金等の収入金額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の

者にあっては当該公的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）

をいい、給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号並び

に第５項において「給与所得者等の数」という。）が２以上の場合にあって

は、税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号 

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき３
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０万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前号に該当

する者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５

６万円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

１万円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前号に該当する

者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課

額の被保険者均等割額の算定の対象となるものの数を乗じて得た額とイに

掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項第１号

に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあって

は、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１０万

円を乗じて得た金額を加えた金額）に当該年度の保険料賦課期日（賦課期

日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。）現在

において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５

７万円を加算した金額を超えない世帯に係る納付義務者（前２号に該当す

る者を除く。） 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ
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の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の

６の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６６万円」とあるのは「１

７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６７万円」

とあるのは「２６万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の

６の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」

と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６７万円」とあるのは「１

７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替

えるものとする。 

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ど

も・子育て支援納付金賦課額は、第１４条の１３の子ども・子育て支援納付

金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減額

して得た額が３万円を超える場合には、３万円）とする。 

 (1) 第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者 

   アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの
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の数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合

算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の７を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険

料率に１０分の７を乗じて得た額 

 (2)  第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に３１万円に当該年度の保険料

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生し

た日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 

   アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの
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の数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合

算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の５を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険

料率に１０分の５を乗じて得た額 

 (3)  第１項第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得

と区分して計算される所得の金額の合算額が、税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合に

あっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）に５７万円に当該年度の保険料

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生し

た日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世

帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者 

   アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・

子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるもの
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（特例対象被保険者等の特例） 

第２２条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第１２条第１項及び前条第１

項の規定の適用については、第１２条第１項中「規定する総所得金額」とあ

るのは「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得

の数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当

該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合

算した額 

  ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保

険料率に１０分の２を乗じて得た額 

  イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上被保険者

均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

  ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険

料率に１０分の２を乗じて得た額 

６ 第１４条の１５第２項及び第３項の規定は、前項各号アからウまでに規定

する額（前項に規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽

減額及び第３号の１人当たり軽減額）の決定について準用する。この場合に

おいて、第１４条の１５第２項及び第３項の規定中「保険料率」とあるのは

「額」（「第１号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり軽減額及び第３号

の１人当たり軽減額」）と読み替えるものとする。 

（特例対象被保険者等の特例） 

第２２条の２ 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が特例対象被保険者等である場合における第１２条第１項、第１４条の

６の４、第１４条の９及び第１４条の１４並びに前条第１項（同条第３項又

は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。）及び同条第５項の規
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が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８

条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によ

るものとする。第２項において同じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは

「所得の金額（地方税法」と、前条第１項第１号中「総所得金額（」とある

のは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれて

いる場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の

規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとす

る。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。 

 

 

 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２２条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合におけ

る当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１

４条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それ

ぞれ、１０分の５を乗じて得た額（第１４条第２項の規定により端数の切り

上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第４項に掲げる場合

を除く）。 

２及び３ 略 

 

定の適用については、第１２条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは

「規定する総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得

については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相

当する金額によるものとする。第２項において同じ。）」と、「所得の金額（同

法」とあるのは「所得の金額（税法」と、前条第１項第１号中「総所得金額

（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給

与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３

０に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「つ

いては、税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２２条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３

月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合におけ

る当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第１

４条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それ

ぞれ、１０分の５を乗じて得た額（第１４条第２項の規定により端数の切り

上げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第５項に掲げる場合

を除く）。 

２及び３ 略 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ
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４ 略 

 (1)及び(2) 略 

５ 略 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１４条」とあるのは「第１４条の６の５」と、第５項中「第

１４条第３項」とあるのは「第１４条の６の５第３項」と読み替えるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第２２条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行

いて準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第１４条」とあるのは「第１４条の１

５」と、第２項中「第１４条第３項」とあるのは「第１４条の１５第３項」

と読み替えるものとする。 

５ 略 

 (1)及び(2) 略 

６ 略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第２２条第１項各号」とあるのは「第２２条第３項の規定によ

り読み替えられた同条第１項各号」と、「第１４条」とあるのは「第１４条の

６の５」と、第６項中「第１４条第３項」とあるのは「第１４条の６の５第

３項」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第２２条第１項各号」とあるのは「第

２２条第５項各号」と、「第１４条」とあるのは「第１４条の１５」と、第６

項中「第１４条第３項」とあるのは「第１４条の１５第３項」と読み替える

ものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額） 

第２２条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保険法施行
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令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）が

ある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう 

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して

得た額（当該減額して得た額が６６万円を超える場合には、６６万円）とす

る（第５項に掲げる場合を除く。）。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基

礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３２条

の１０の２で定める場合には、出産の日）の属する月（以下この号におい

て「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３か月前）から

出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、前項中「第１４条」とあるのは「第１４条の６

の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下に同じ。」

令第２９条の７第６項第８号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。）が

ある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のう 

ち基礎賦課額は、第１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して

得た額（当該減額して得た額が６７万円を超える場合には、６７万円）とす

る（第６項に掲げる場合を除く。）。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基

礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に１２分の１を乗じて得た額

に、当該出産被保険者の出産の予定日（国民健康保険法施行規則第３２条

の１０の３で定める場合には、出産の日）の属する月（以下この号におい

て「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３か月前）から

出産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 

(2) 略 

２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６７万円」

とあるのは「２６万円」と、前項中「第１４条」とあるのは「第１４条の６

の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」と
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とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限

る。）をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６６万

円」とあるのは「１７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４

条の１０」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

５ 当該年度において、第２２条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第

１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６６万円を超える場合には、６６万円）とする。 

(1)及び(2) 略 

６ 略 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６６万円」

あるのは「規定する出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。）

をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納

付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の８」と、「６７万円」

とあるのは「１７万円」と、第２項中「第１４条」とあるのは「第１４条の

１０」と読み替えるものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険

者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１１条」とあるのは「第１

４条の１３」と、「６７万円」とあるのは「３万円」と、第２項中「第１４条」

とあるのは「第１４条の１５」と読み替えるものとする。 

６ 当該年度において、第２２条に規定する基準に従い保険料を減額するもの

とした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付

義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第

１１条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が６７万円を超える場合には、６７万円）とする。 

(1)及び(2) 略 

７ 略 

８ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第１４条の６の３」と、「６７万円」
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とるのは「２６万円」と、前項中「第１４条」とあるのは「第１４条の６の

５」と読み替えるものとする。 

 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介

護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第

１４条の８」と、「６６万円」とあるのは「１７万円」と、第６項中「第１４

条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とあるのは「２６万円」と、「第２２条第１項各号」とあるのは「第２２条第

３項の規定により読み替えられた同条第１項各号」と、前項中「第１４条」

とあるのは「第１４条の６の５」と読み替えるものとする。 

９ 第６項及び第７項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第６項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者（介

護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。）」と、「基

礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１１条」とあるのは「第

１４条の８」と、「６７万円」とあるのは「１７万円」と、「第２２条第１項

各号」とあるのは「第２２条第４項の規定により読み替えられた同条第１項

各号」と、第７項中「第１４条」とあるのは「第１４条の１０」と読み替え

るものとする。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額に

ついて準用する。この場合において、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「子

ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保

険者均等割及び１８歳以上被保険者均等割」と、「第１１条」とあるのは「第

１４条の１３」と、「６７万円」とあるのは「３万円」と、「第２２条第１項

各号」とあるのは「第２２条第５項各号」と、第７項中「第１４条」とある

のは「第１４条の１５」と読み替えるものとする。 

 （１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者の被保険者

均等割額の減額） 

第２２条の６ 当該年度において、その世帯に１８歳に達する日以後の最初の
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第８章の２ 傷病手当金 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第４０条の２ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞

与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）

の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないと

き（新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナ

ウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人

３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」という。）が

ある場合における当該１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第１４条の１５の子ども・子育

て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額（第２２条第

５項、第２２条の３第４項の規定により読み替えられた同条第１項若しくは

同条第８項の規定により読み替えられた同条第５項又は前条第５項の規定

により読み替えられた同条第１項若しくは同条第１０項の規定により読み

替えられた同条第６項に規定する基準に従い当該１８歳未満被保険者に係

る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料

率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以

下同じ。）から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。 

２ 第１４条の１５第３項の規定は、前項に規定する額の決定について準用す

る。この場合において、第１４条の１５第３項の規定中「保険料率」とある

のは「額」と読み替えるものとする。 
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に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症

をいう。以下同じ。）に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感

染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなくなった日か

ら起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労

務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月

以前の直近の継続した３か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除

した金額（その額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円

以上１０円未満の端数があるときは、これを１０円に切り上げるものとす

る。）の３分の２に相当する金額（その金額に、５０銭未満の端数があるとき

は、これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円

に切り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規

定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する

金額（その額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上

１０円未満の端数があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。）の

３分の２に相当する金額（その金額に、５０銭未満の端数があるときは、こ

れを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切り

上げるものとする。）を超えるときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６か月を

超えないものとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与
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等との調整） 

第４０条の３ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状が

あり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受け

ることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当

金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第２

項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 

第４０条の４ 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場

合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部に

つき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その

一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の

額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条

ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額か

ら控除する。 

２ 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の

事業主から徴収する。 

 

 

 

 

 

 
 



議案第１０号 岩見沢市多目的研修集会施設等条例等新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市多目的研修集会施設等条例） 

別表第１（第３条関係） 

名称 事業 

略 

朝日コミュニティ交流センター １ 略 

２ 地域の自然と陶芸文化を生かし、

地域間交流の促進に供すること。 

３ 略 

略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１条関係（岩見沢市多目的研修集会施設等条例） 

別表第１（第３条関係） 

名称 事業 

略 

朝日コミュニティ交流センター １ 略 

２ 地域の自然と歴史を生かし、地域間

交流の促進に供すること。 

３ 略 

略  
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※ 第２条関係（岩見沢市多目的研修集会施設等条例の一部を改正する条例） 

別表第３（第７条、第１８条関係） 

 鉄北地区多目的研修会館～毛陽交流センター 略 

朝日コミュニティ交流センター 

区分 単位 使用料 

通常 冬期 

略 

体験工房 ４時間以内 ２，５００円 ３，１２０円 

超過料金（１時間） ６１０円 ７６０円 

 備考 略 

 御茶の水交流センター 略 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市多目的研修集会施設等条例の一部を改正する条例） 

別表第３（第７条、第１８条関係） 

 鉄北地区多目的研修会館～毛陽交流センター 略 

朝日コミュニティ交流センター 

区分 単位 使用料 

通常 冬期 

略 

集会室 ４時間以内 ２，５００円 ３，１２０円 

超過料金（１時間） ６１０円 ７６０円 

 備考 略 

 御茶の水交流センター 略 

 

 

 



議 案 第 １ １ 号  岩 見 沢 市 火 入 れ に 関 す る 条 例 新 旧 対 照 表 
№１ 

現               行 改       正       後 

（火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風

注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行っ

てはならない。 

 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認

められるとき又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令されたと

きには、速やかに消火しなければならない。 

 

（火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風

注意報、乾燥注意報若しくは林野火災に関する注意報が発表され、又は火災

警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。 

 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認

められる場合又は強風注意報、乾燥注意報若しくは林野火災に関する注意報が

発表され、若しくは火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければ

ならない。 

 

 



議 案 第 １ ２ 号  岩 見 沢 市 道 路 占 用 料 条 例 新 旧 対 照 表 
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現               行 改       正       後 

別表（第２条関係） 

 道路占用料 

占用物件 単位 占用料 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第一種電柱 １本につき１

年 

４３０円

第二種電柱 ６７０円

第三種電柱 ９００円

第一種電話柱 ３９０円

第二種電話柱 ６２０円

第三種電話柱 ８５０円

その他の柱類 ３９円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メート

ルにつき１年 

４円

地下に設ける電線その他の線類 ２円

路上に設ける変圧器 １個につき１

年 

３８０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

２３０円

変圧塔その他これに類するもの及び

公衆電話所 

１個につき１

年 

７８０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３３０円

広告塔 表示面積１平 ５９０円

別表（第２条関係） 

 道路占用料 

占用物件 単位 占用料 

法第３２条

第１項第１

号に掲げる

工作物 

第一種電柱 １本につき１

年 

５３０円

第二種電柱 ８１０円

第三種電柱 １，１００円

第一種電話柱 ４７０円

第二種電話柱 ７５０円

第三種電話柱 １，０００円

その他の柱類 ４７円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メート

ルにつき１年 

５円

地下に設ける電線その他の線類 ３円

路上に設ける変圧器 １個につき１

年 

４６０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

２８０円

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 

１個につき１

年 

９４０円

郵便差出箱及び信書便差出箱 ３９０円

広告塔 表示面積１平 ５８０円
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現               行 改       正       後 

方メートルに

つき１年 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

７８０円

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満のもの

  

長さ１メート

ルにつき１年 

１６円

外径が０．０７メートル以上０．１

メートル未満のもの 

２３円

外径が０．１メートル以上０．１５

メートル未満のもの 

３５円

外径が０．１５メートル以上０．２

メートル未満のもの 

４７円

外径が０．２メートル以上０．３メ

ートル未満のもの 

７０円

外径が０．３メートル以上０．４メ

ートル未満のもの 

９３円

外径が０．４メートル以上０．７メ

ートル未満のもの 

１６０円

外径が０．７メートル以上１メート ２３０円

方メートルに

つき１年 

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

９４０円

法第３２条

第１項第２

号に掲げる

物件 

外径が０．０７メートル未満のも

の 

長さ１メート

ルにつき１年 

２０円

外径が０．０７メートル以上０．

１メートル未満のもの 

２８円

外径が０．１メートル以上０．１

５メートル未満のもの 

４２円

外径が０．１５メートル以上０．

２メートル未満のもの 

５６円

外径が０．２メートル以上０．３

メートル未満のもの 

８５円

外径が０．３メートル以上０．４

メートル未満のもの 

１１０円

外径が０．４メートル以上０．７

メートル未満のもの 

２００円

外径が０．７メートル以上１メー ２８０円
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№３ 

 

現               行 改       正       後 

ル未満のもの 

外径が１メートル以上のもの ４７０円

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

７８０円

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び地

下室 

階数が１のもの Ａに０．０

０４を乗じ

て得た額 

階数が２のもの Ａに０．０

０６を乗じ

て得た額 

トル未満のもの 

外径が１メートル以上のもの ５６０円

法第３２条

第１項第３

号に掲げる

施設 

自

動

運

行

補

助

施

設 

法第２条第２項第５

号に規定する自動運

行装置による検知の

対象として設置する

導線その他の線類 

地下に設け

るもの 

３円

その他のも

の 

９円

道路の構造又は交通の状況を表

示する標示柱その他の柱類 

１本につき１

年 

７５０円

その他

のもの 

上空に設けるもの 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

 

４７０円

地下に設けるもの ２８０円

その他のもの ９４０円

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 ９４０円

法第３２条

第１項第５

号に掲げる

施設 

地下街及び地

下室 

階数が１のもの Ａに０．００

４を乗じて得

た額 

階数が２のもの Ａに０．００

６を乗じて得

た額 
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階数が３以上のもの Ａに０．０

０７を乗じ

て得た額 

上空に設ける通路 ２９０円

地下に設ける通路 １８０円

その他のもの ７８０円

法第３２条第１項第６

号に掲げる施設 

祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

占用面積１平

方メートルに

つき１日 

６円

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１か月 

５９円

政令第７条第１号に掲

げる物件 

看板（アー

チであるも

のを除

く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１か月 

５９円

その他のも

の 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

５９０円

標識 １本につき１

年 

６２０円

階数が３以上のも

の 

Ａに０．００

８を乗じて得

た額 

上空に設ける通路 ２９０円

地下に設ける通路 １８０円

その他のもの ９４０円

法第３２条第１項第６号

に掲げる施設 

祭礼、縁日その他の催

しに際し、一時的に設

けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１日 

６円

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１か月 

５８円

政令第７条第１号に掲げ

る物件 

看板（アー

チであるも

のを除

く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１平

方メートルに

つき１か月 

５８円

その他のも

の 

表示面積１平

方メートルに

つき１年 

５８０円

標識 １本につき１

年 

７５０円
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旗ざお 祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

１本につき１

日 

６円

その他のも

の 

１本につき１

か月 

５９円

幕（政令第

７条第４号

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

その面積１平

方メートルに

つき１日 

６円

その他のも

の 

その面積１平

方メートルに

つき１か月 

５９円

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき１

か月 

５９０円

その他のも

の 

２９０円

旗ざお 祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

１本につき１

日 

６円

その他のも

の 

１本につき１

か月 

５８円

幕（政令第

７条第４号

に掲げる工

事用施設で

あるものを

除く。） 

祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

その面積１平

方メートルに

つき１日 

６円

その他のも

の 

その面積１平

方メートルに

つき１か月 

５８円

アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき１

か月 

５８０円

その他のも

の 

２９０円
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政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

７８０円

政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第

５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平

方メートルに

つき１か月 

５９円

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第

７号に掲げる施設 

７８円

政令第７条第８号に掲

げる施設 

トンネルの上又は高架の

道路の路面下（当該路面

下の地下を除く。）に設

けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

 

 

Ａに０．０

１７を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの 

地下（トン

ネルの上の

地下を除

く。） 

階数が１の

もの 

Ａに０．０

０４を乗じ

て得た額 

階数が２の Ａに０．０

政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年 

９４０円

政令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３

４を乗じて得

た額

政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条

第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平

方メートルに

つき１か月 

５８円

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条

第７号に掲げる施設 

９４円

政令第７条第８号に掲げ

る施設 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下（当該

路面下の地下を除

く。）に設けるもの 

占用面積１平

方メートルに

つき１年 

 

Ａに０．０１

８を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 

地下（トン

ネルの上の

地下を除

く。） 

階数が１の

もの 

Ａに０．００

４を乗じて得

た額 

階数が２の Ａに０．００



議 案 第 １ ２ 号  岩 見 沢 市 道 路 占 用 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№７ 

 

現               行 改       正       後 

に設けるも

の 

もの ０６を乗じ

て得た額 

階数が３以

上のもの 

Ａに０．０

０７を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

政令第７条第９号に掲

げる施設 

建築物 Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

１５を乗じ

て得た額 

政令第７条第１０号に

掲げる施設及び自動車

駐車場 

建築物 Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

その他のもの Ａに０．０

１５を乗じ

て得た額 

に設けるも

の 

もの ６を乗じて得

た額 

階数が３以

上のもの 

Ａに０．００

８を乗じて得

た額 

その他のもの Ａに０．０２

６を乗じて得

た額 

政令第７条第９号に掲げ

る施設 

建築物 Ａに０．０２

４を乗じて得

た額 

その他のもの Ａに０．０１

７を乗じて得

た額 

政令第７条第１０号に掲

げる施設及び自動車駐車

場 

建築物 Ａに０．０２

４を乗じて得

た額 

その他のもの Ａに０．０１

７を乗じて得

た額 



議 案 第 １ ２ 号  岩 見 沢 市 道 路 占 用 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№８ 

 

現               行 改       正       後 

政令第７条第１１号に

掲げる応急仮設建築物 

トンネルの上又は高架の

道路の路面下に設けるも

の 

Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの 

その他のもの Ａに０．０

３１を乗じ

て得た額 

政令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０

２５を乗じ

て得た額 

政令第７条第１３号に

掲げる施設 

 

 

トンネルの上又は自動車

専用道路（高架のものに

限る。）の路面下に設け

るもの 

Ａに０．０

２２を乗じ

て得た額 

上空に設けるもの 

その他のもの Ａに０．０

３１を乗じ

て得た額 

 

 

政令第７条第１１号に掲

げる応急仮設建築物 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下に設け

るもの 

Ａに０．０２

４を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 

その他のもの Ａに０．０３

４を乗じて得

た額 

政令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２

６を乗じて得

た額 

政令第７条第１３号に掲

げる施設 

トンネルの上又は自動

車専用道路（高架のも

のに限る。）の路面下

に設けるもの 

Ａに０．０２

４を乗じて得

た額 

上空に設けるもの 

その他のもの Ａに０．０３

４を乗じて得

た額 

政令第７条第１４号及び第１５号に掲げる施設 Ａに０．０３

４を乗じて得



議 案 第 １ ２ 号  岩 見 沢 市 道 路 占 用 料 条 例 新 旧 対 照 表 
№９ 

 

現               行 改       正       後 

 

その他 上記のいずれにも該当し

ないもの 

市長がその都度定める。 

備考 

１～９ 略 

 

 

た額 

その他 上記のいずれにも該当

しないもの 

市長がその都度定める。 

備考 

１～９ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



議案第１３号 岩見沢市水道事業給水条例等の一部を改正する条例新旧対照表 
№１ 

現               行 改       正       後 

※ 第１条関係（岩見沢市水道事業給水条例） 

 

（給水装置工事の施行） 

第１４条 給水装置工事は、市長又は指定給水装置工事事業者が施行する。た

だし、法第１６条の２第３項ただし書に規定する国土交通省令で定める給

水装置の軽微な変更については、この限りでない。 

 

 

 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第１条関係（岩見沢市水道事業給水条例） 

 

（給水装置工事の施行） 

第１４条 給水装置工事は、市長又は指定給水装置工事事業者が施行する。た

だし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企業

法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた水道事業の管

理者を含む。以下この項において同じ。）又は他の市町村長が法第１６条の

２第１項の規定により指定をした者が給水装置工事を施行する必要がある

と認めるときは、この限りでない。 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１３号 岩見沢市水道事業給水条例等の一部を改正する条例新旧対照表 
№２ 

現               行 改       正       後 

※ 第２条関係（岩見沢市下水道条例） 

 

（工事の施工） 

第９条 排水設備及び除害施設に関する工事は、市長が指定した排水設備工

事業者（以下「指定排水設備工事業者」という。）でなければ行ってはなら

ない。 

 

 

 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第２条関係（岩見沢市下水道条例） 

 

（工事の施工） 

第９条 排水設備及び除害施設に関する工事は、市長が指定した排水設備工

事業者（以下「指定排水設備工事業者」という。）でなければ行ってはなら

ない。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水

道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると

認めるときは、この限りでない。 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１３号 岩見沢市水道事業給水条例等の一部を改正する条例新旧対照表 
№３ 

現               行 改       正       後 

※ 第３条関係（岩見沢市農業集落排水施設条例） 

 

（工事の施工） 

第７条 排水設備及び除害施設に関する工事は、市長が指定した排水設備工

事業者（以下「指定排水設備工事業者」という。）でなければ行ってはなら

ない。 

 

 

 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 第３条関係（岩見沢市農業集落排水施設条例） 

 

（工事の施工） 

第７条 排水設備及び除害施設に関する工事は、市長が指定した排水設備工

事業者（以下「指定排水設備工事業者」という。）でなければ行ってはなら

ない。ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水

道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると

認めるときは、この限りでない。 

２ 略 

 

 


